
学校名 番号 危険箇所の位置・形状 通学路の状況・危険の内容 対策内容
対策実施
担当

①
旧坂下厚生病院東側の横
断歩道

横断歩道の白線が消えており交通安全上問
題と思われる。

現地確認し、完全に消えているわけではなく、交通安全上問題なしと判断したた
め、今年度の引き直しは実施しない。今後の状況を注視し、引き直しが必要な場
合は警察で対応することとした。

警察

③
アラジン駐車場のモノエ
モーター方面への出入り口
２か所

駐車場側には減速ハンプもなく、一時停止を
無視して減速せず出てくる車があるため危険
である。

アラジンへ駐車場内及び公道へ出る際の注意など協力の依頼を行い、更なる企
業努力をしたいとの回答を得た。

町

集合場所を新富町公園へ変更可能と学校側へ伝えた。 町

２学期に実施される通学班会議を通して集合場所の変更を周知する。 学校

県道側から延長約１ｍの水路の蓋がけを実施する予定で新舘区長と協議済み。
新館区のバス待合所完成後、地域公共交通ネットワーク会議を経てバス停の移
動を実施予定。

町

令和７年度中にバス待合所設置予定している。 新舘区

① 古坂下郵便局の隣の建物
外壁が崩れていて危険であり、建物にアスベ
ストが含まれている可能性についても心配で
ある。

町建設課で所有者へ連絡し、対策をお願いする。 町

②
古坂下郵便局から台ノ下
交差点の間の歩道

歩道上に車が駐車してある時があるので、歩
行者が車道を歩く場合、走行中の車と接触の
危険性がある。

私有地に駐車してある場合は取締もできないが、完全に歩道に駐車されている
場合は取締対象となるため、定期的にパトロールを実施する。

警察

③
古坂下町営団地入口の角
の家
（Ｒ８からの継続）

冬季は屋根の雪が全部道路に落下して危険
である。

毎年建設課で所有者に連絡をしており、破損個所については、所有者が対策を
している。屋根、裏口が壊れているので、今後も継続して連絡をし、所有者に対
策をお願いする。

町

④ 下政所の用水路
大きめの用水路があり、そこから先の道幅が
狭くなるため、登下校中、屋根からの落雪に
注意が必要である。

令和6年度に下政所区からの要望により、道路の土留めを実施済み。道路に接し
ている家屋の屋根には雪止めをつけるなど対策をされているため、学校は児童
へ冬期間の登校について注意喚起を行う。
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令和７年度通学路における合同点検結果について

⑤ 新舘区バス停付近用水路

新舘バス停が見えづらい。また児童がバス待
ちしている場所の近くに流れる用水路に蓋が
けされていないため、潅水時期など水が多く
流れる時期は転落しないか心配している。

②
南幹線道路稲荷塚公園
前、ヨークベニマル・ダイ
ユーエイト交差点

信号機はあるが歩行者がコインランドリー側
から稲荷塚公園側にわたる際に、横断歩道
や歩行者用信号がない。南幹線道路を横切
る際にも、横断歩道や歩行者用信号が片側
にしかないので設置してほしい。

令和6年度新富町から同内容について地区要望があり、町から坂下警察署へ要
望書を提出し、稲荷塚公園側から坂下厚生病院側への横断歩道設置について
は、道路構造上設置は難しいが、令和7年度中にコインランドリー側から稲荷塚
公園側へ横断歩道及び歩行者用信号機の設置予定している。

町
警察

④ 稲荷塚１２２番地
新富町２班の集合場所である空き地に草が
生い茂り、蛇が出てくることもあり危険であるた
め所有者へ管理をお願いしたい。


